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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン含有材料を含む層を有する研磨対象物の研磨用であり、表面に有機酸を固定化
したコロイダルシリカと、２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物と、を含有する
研磨用組成物。
【請求項２】
　前記複素環化合物がイミダゾール誘導体及びピラゾール誘導体から選ばれる少なくとも
１種である請求項１に記載の研磨用組成物。
【請求項３】
　前記複素環化合物が５員環の化合物である請求項１に記載の研磨用組成物。
【請求項４】
　前記複素環化合物が、イミダゾール、１，２－ジメチルイミダゾール、２－メチルイミ
ダゾール、２－アミノベンゾイミダゾール、ピラゾール、１－メチルピラゾール、３，５
－ジメチルピラゾール、３，５－ピラゾールジカルボン酸水和物、及び３－アミノ－５－
メチルピラゾールから選ばれる少なくとも１種である請求項１に記載の研磨用組成物。
【請求項５】
　ｐＨが７以下である請求項１～４のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
【請求項６】
　前記有機酸がスルホン酸、カルボン酸、スルフィン酸、及びホスホン酸から選ばれる少
なくとも１種である請求項１～５のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
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【請求項７】
　前記複素環化合物の含有量が０．０１質量％以上１質量％以下である請求項１～６のい
ずれか一項に記載の研磨用組成物。
【請求項８】
　窒化ケイ素の研磨用である請求項１～７のいずれか一項に記載の研磨用組成物。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の研磨用組成物を用いて研磨対象物を研磨する研磨
方法。
【請求項１０】
　前記研磨対象物が窒化ケイ素である請求項９に記載の研磨方法。
【請求項１１】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の研磨用組成物を製造する方法であって、前記コロ
イダルシリカと前記複素環化合物と液状媒体とを混合することを含む研磨用組成物の製造
方法。
【請求項１２】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の研磨用組成物を用いて表面が研磨された基板。
【請求項１３】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の研磨用組成物を用いて基板の表面を研磨すること
を含む基板製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は研磨用組成物及びその製造方法並びに研磨方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイスの製造プロセスにおいては、単体シリコン（Ｓｉ）、シリコン化合物、
金属等の研磨対象物を研磨する工程があり、例えば、化学反応性に乏しい窒化ケイ素（Ｓ
ｉ３Ｎ４）を高研磨速度で研磨することが要求される。窒化ケイ素を研磨するために従来
使用されている研磨用組成物の多くは、砥粒及び酸を含有している。例えば、特許文献１
には、リン酸又はリン酸誘導体を含有する研磨用組成物が開示されている。また、特許文
献２には、コロイダルシリカと、スルホン酸基又はホスホン酸基を有する有機酸とを含有
する研磨用組成物が開示されている。さらに、特許文献３には、スルホン酸やカルボン酸
のような有機酸を固定化したコロイダルシリカを含有する酸性の研磨用組成物が開示され
ている。しかしながら、これら従来の研磨用組成物は、窒化ケイ素の研磨速度に関するユ
ーザーの要求を十分に満足するものではなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平６－１２４９３２号公報
【特許文献２】特開２０１０－４１０３７号公報
【特許文献３】特開２０１２－４０６７１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　そこで、本発明は上記のような従来技術が有する問題点を解決し、単体シリコン、シリ
コン化合物、金属等の研磨対象物、特に、窒化ケイ素を高研磨速度で研磨することが可能
な研磨用組成物及びその製造方法並びに研磨方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記課題を解決するため、本発明の一態様に係る研磨用組成物は、表面に有機酸を固定
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化したコロイダルシリカと、２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物と、を含有す
ることを要旨とする。
　上記一態様に係る研磨用組成物においては、複素環化合物がイミダゾール誘導体及びピ
ラゾール誘導体から選ばれる少なくとも１種であってもよい。また、複素環化合物が５員
環の化合物であってもよい。さらに、複素環化合物が、イミダゾール、１，２－ジメチル
イミダゾール、２－メチルイミダゾール、２－アミノベンゾイミダゾール、ピラゾール、
１－メチルピラゾール、３，５－ジメチルピラゾール、３，５－ピラゾールジカルボン酸
水和物、及び３－アミノ－５－メチルピラゾールから選ばれる少なくとも１種であっても
よい。
【０００６】
　さらに、上記一態様に係る研磨用組成物は、ｐＨが７以下であってもよい。
　さらに、上記一態様に係る研磨用組成物においては、有機酸がスルホン酸、カルボン酸
、スルフィン酸、及びホスホン酸から選ばれる少なくとも１種であってもよい。
　さらに、上記一態様に係る研磨用組成物においては、複素環化合物の含有量が０．０１
質量％以上１質量％以下であってもよい。
　さらに、上記一態様に係る研磨用組成物は、窒化ケイ素の研磨に使用することができる
。
【０００７】
　また、本発明の他の態様に係る研磨方法は、上記一態様に係る研磨用組成物を用いて研
磨対象物を研磨することを要旨とする。この研磨方法においては、研磨対象物が窒化ケイ
素であってもよい。
　さらに、本発明の他の態様に係る研磨用組成物の製造方法は、上記一態様に係る研磨用
組成物を製造する方法であって、コロイダルシリカと複素環化合物と液状媒体とを混合す
ることを含むことを要旨とする。
　さらに、本発明の他の態様に係る基板は、上記一態様に係る研磨用組成物を用いて表面
が研磨されたことを要旨とする。
　さらに、本発明の他の態様に係る基板製造方法は、上記一態様に係る研磨用組成物を用
いて基板の表面を研磨することを含むことを要旨とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の研磨用組成物及び研磨方法は、単体シリコン、シリコン化合物、金属等の研磨
対象物を高研磨速度で研磨することができる。また、本発明の研磨用組成物の製造方法は
、単体シリコン、シリコン化合物、金属等の研磨対象物を高研磨速度で研磨する研磨用組
成物を製造することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　本発明の実施の形態を詳細に説明する。本実施形態の研磨用組成物は、表面に有機酸を
固定化したコロイダルシリカと、２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物と、を含
有する。この研磨用組成物は、表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカと、２個以上
の窒素原子を環中に含む複素環化合物と、水、有機溶剤等の液状媒体と、を混合すること
によって製造することができる。
【００１０】
　この研磨用組成物は、単体シリコン、シリコン化合物、金属等の研磨対象物を研磨する
用途、例えば、半導体デバイスの製造プロセスにおいて半導体配線基板の単体シリコン、
シリコン化合物、金属等を含んだ表面を研磨する用途に好適である。そして、窒化ケイ素
を研磨する用途に特に好適である。この研磨用組成物を用いて研磨を行えば、単体シリコ
ン、シリコン化合物、金属等の研磨対象物、特に窒化ケイ素を高研磨速度で研磨すること
ができる。
【００１１】
　以下に、本実施形態の研磨用組成物について詳細に説明する。
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１．表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカについて
１－１　有機酸の固定化について
　表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカは、研磨用組成物において砥粒として機能
する。コロイダルシリカの表面への有機酸の固定化は、例えば、コロイダルシリカの表面
に有機酸の官能基を化学的に結合させることにより行われる。コロイダルシリカと有機酸
を単に共存させただけでは、コロイダルシリカへの有機酸の固定化は果たされない。
【００１２】
　有機酸の一種であるスルホン酸をコロイダルシリカに固定化するのであれば、例えば、
“Ｓｕｌｆｏｎｉｃ　ａｃｉｄ－ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌｉｚｅｄ　ｓｉｌｉｃａ　ｔｈｒ
ｏｕｇｈ　ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ｏｘｉｄａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｉｏｌ　ｇｒｏ
ｕｐｓ”，Ｃｈｅｍ．　Ｃｏｍｍｕｎ．２４６－２４７（２００３）に記載の方法で行う
ことができる。具体的には、３－メルカプトプロピルトリメトキシシラン等のチオール基
を有するシランカップリング剤をコロイダルシリカの表面のヒドロキシ基に反応させてカ
ップリングさせた後に、過酸化水素でチオール基を酸化することにより、スルホン酸が表
面に固定化されたコロイダルシリカを得ることができる。
【００１３】
　あるいは、カルボン酸をコロイダルシリカの表面に固定化するのであれば、例えば、“
Ｎｏｖｅｌ　Ｓｉｌａｎｅ　Ｃｏｕｐｌｉｎｇ　Ａｇｅｎｔｓ　Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ
ａ　Ｐｈｏｔｏｌａｂｉｌｅ　２－Ｎｉｔｒｏｂｅｎｚｙｌ　Ｅｓｔｅｒ　ｆｏｒ　Ｉｎ
ｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　ｏｆ　ａ　Ｃａｒｂｏｘｙ　Ｇｒｏｕｐ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｓｕｒ
ｆａｃｅ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃａ　Ｇｅｌ”，Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｌｅｔｔｅｒｓ，３，
２２８－２２９（２０００）に記載の方法で行うことができる。具体的には、光反応性２
－ニトロベンジルエステルを含むシランカップリング剤をコロイダルシリカの表面のヒド
ロキシ基に反応させてカップリングさせた後に、光照射することにより、カルボン酸が表
面に固定化されたコロイダルシリカを得ることができる。
【００１４】
　その他では、スルフィン酸、ホスホン酸等の有機酸をコロイダルシリカの表面に固定化
してもよい。
　通常のコロイダルシリカは、酸性条件下ではゼータ電位の値がゼロに近いため、酸性条
件下ではコロイダルシリカの粒子同士が互いに電気的に反発せず、凝集を起こしやすい。
これに対して、表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカは、酸性条件下でもゼータ電
位が比較的大きな負の値を有するように表面修飾されているため、酸性条件下においても
コロイダルシリカの粒子同士が互いに強く反発して良好に分散する。その結果、研磨用組
成物の保存安定性が向上する。
【００１５】
１－２　アスペクト比について
　表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカのアスペクト比は、１．４未満であること
が好ましく、１．３以下であることがより好ましく、１．２５以下であることがさらに好
ましい。そうすれば、砥粒の形状が原因となる研磨対象物の表面粗さを良好なものとする
ことができる。
　なお、このアスペクト比は、コロイダルシリカ粒子に外接する最小の長方形の長辺の長
さを同じ長方形の短辺の長さで除することにより得られる値の平均値であり、走査型電子
顕微鏡によって得たコロイダルシリカ粒子の画像から、一般的な画像解析ソフトウエアを
用いて求めることができる。
【００１６】
１－３　平均一次粒子径について
　表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカの平均一次粒子径は、５ｎｍ以上であるこ
とが好ましく、７ｎｍ以上であることがより好ましく、１０ｎｍ以上であることがさらに
好ましい。また、表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカの平均一次粒子径は、２０
０ｎｍ以下であることが好ましく、１５０ｎｍ以下であることがより好ましく、１００ｎ
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ｍ以下であることがさらに好ましい。
【００１７】
　このような範囲であれば、研磨用組成物による研磨対象物の研磨速度が向上する。また
、研磨用組成物を用いて研磨した後の研磨対象物の表面にディッシングが生じることをよ
り抑えることができる。
　なお、コロイダルシリカの平均一次粒子径は、例えば、ＢＥＴ法で測定されるコロイダ
ルシリカの比表面積に基づいて算出される。
【００１８】
１－４　平均二次粒子径について
　表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカの平均二次粒子径は、２５ｎｍ以上である
ことが好ましく、３０ｎｍ以上であることがより好ましく、３５ｎｍ以上であることがさ
らに好ましい。また、表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカの平均二次粒子径は、
３００ｎｍ以下であることが好ましく、２６０ｎｍ以下であることがより好ましく、２２
０ｎｍ以下であることがさらに好ましい。
【００１９】
　このような範囲であれば、研磨用組成物による研磨対象物の研磨速度が向上する。また
、研磨用組成物を用いて研磨した後の研磨対象物の表面に表面欠陥が生じることをより抑
えることができる。
　なお、ここでいう二次粒子とは、表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカ（一次粒
子）が研磨用組成物中で会合して形成する粒子をいい、この二次粒子の平均二次粒子径は
、例えば動的光散乱法により測定することができる。
【００２０】
１－５　粒度分布について
　表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカの粒度分布において、微粒子側からの積算
粒子質量が全粒子質量の９０％に達したときの粒子の直径Ｄ９０と、微粒子側からの積算
粒子質量が全粒子質量の１０％に達したときの粒子の直径Ｄ１０との比Ｄ９０／Ｄ１０は
、１．５以上であることが好ましく、１．８以上であることがより好ましく、２．０以上
であることがさらに好ましい。また、この比Ｄ９０／Ｄ１０は、５．０以下であることが
好ましく、３．０以下であることがより好ましい。
　このような範囲であれば、研磨対象物の研磨速度が向上し、また、研磨用組成物を用い
て研磨した後の研磨対象物の表面に表面欠陥が生じることをより抑えることができる。
　なお、表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカの粒度分布は、例えばレーザー回折
散乱法により求めることができる。
【００２１】
１－６　コロイダルシリカの含有量について
　表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカの研磨用組成物全体における含有量は、０
．００５質量％以上であることが好ましく、０．５質量％以上であることがより好ましく
、１質量％以上であることがさらに好ましく、３質量％以上であることが特に好ましい。
このような範囲であれば、研磨対象物の研磨速度が向上する。
【００２２】
　また、表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカの研磨用組成物全体における含有量
は、５０質量％以下であることが好ましく、３０質量％以下であることがより好ましく、
２０質量％以下であることがさらに好ましい。このような範囲であれば、研磨用組成物の
コストを抑えることができる。また、研磨用組成物を用いて研磨した後の研磨対象物の表
面に表面欠陥が生じることをより抑えることができる。
【００２３】
２．２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物について
　２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物は、研磨対象物の研磨速度の向上に寄与
する。特に、窒化ケイ素の研磨速度の向上に有効である。研磨対象物が窒化ケイ素の場合
は、複素環化合物が窒化ケイ素に接近すると、窒化ケイ素の共有結合が伸びて結合力が弱
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まるため、研磨速度が向上すると考えられる。
【００２４】
　イミダゾール等の複素環化合物は、研磨用組成物に防食剤（研磨対象物の表面の金属の
溶解を抑制することにより、研磨対象物の表面の表面状態の悪化（面荒れ等）を抑える添
加剤）として添加されることがあるが、研磨対象物の研磨速度の向上に寄与することは知
られていない。なお、２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物が、研磨用組成物に
おいて防食剤としても機能することは勿論である。
【００２５】
　２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物としては、イミダゾール誘導体、ピラゾ
ール誘導体、トリアゾール誘導体、テトラゾール誘導体、ピラジン誘導体、ピリダジン誘
導体、キノキサリン誘導体等があげられる。この複素環化合物の環員数は特に限定される
ものではなく、５員環の化合物であってもよいし、６員環の化合物であってもよい。一実
施態様としては、２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物は５員環の化合物である
。また、環中に２個以上の窒素原子を含んでいるならば、さらに環外にも窒素原子（例え
ばアミノ基、ニトロ基として）を含んでいてもよい。
【００２６】
　イミダゾール誘導体の具体例としては、イミダゾール、１－メチルイミダゾール、２－
メチルイミダゾール、４－メチルイミダゾール、１，２－ジメチルイミダゾール、２－エ
チル－４－メチルイミダゾール、２－イソプロピルイミダゾール、ベンゾイミダゾール、
５，６－ジメチルベンゾイミダゾール、２－アミノベンゾイミダゾール、２－クロロベン
ゾイミダゾール、２－メチルベンゾイミダゾール、２－（１－ヒドロキシエチル）ベンゾ
イミダゾール、２－ヒドロキシベンゾイミダゾール、２－フェニルベンゾイミダゾール、
２，５－ジメチルベンゾイミダゾール、５－メチルベンゾイミダゾール、５－ニトロベン
ゾイミダゾールがあげられる。
【００２７】
　また、ピラゾール誘導体の具体例としては、ピラゾール、４－ニトロ－３－ピラゾール
カルボン酸、３，５－ピラゾールジカルボン酸水和物、３－アミノ－５－フェニルピラゾ
ール、５－アミノ－３－フェニルピラゾール、３，４，５－トリブロモピラゾール、３－
アミノピラゾール、３，５－ジメチルピラゾール、３，５－ジメチル－１－ヒドロキシメ
チルピラゾール、３－メチルピラゾール、１－メチルピラゾール、３－アミノ－５－メチ
ルピラゾールがあげられる。
　さらに、トリアゾール誘導体の具体例としては、１，２，３－トリアゾール、１，２，
４－トリアゾール、１－メチル－１，２，４－トリアゾールがあげられる。
　さらに、テトラゾール誘導体の具体例としては、テトラゾール、５－メチルテトラゾー
ル、５－アミノテトラゾール、５－フェニルテトラゾールがあげられる。
【００２８】
　これら２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物は、１種を単独で用いてもよいし
、２種以上を併用してもよい。
　ただし、これらの複素環化合物の中でも、イミダゾール、１，２－ジメチルイミダゾー
ル、２－メチルイミダゾール、２－アミノベンゾイミダゾール、ピラゾール、１－メチル
ピラゾール、３，５－ジメチルピラゾール、３，５－ピラゾールジカルボン酸水和物、及
び３－アミノ－５－メチルピラゾールがより好ましい。
【００２９】
　２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物の研磨用組成物全体における含有量は、
０．０１質量％以上であることが好ましく、０．０５質量％以上であることがより好まし
く、０．１０質量％以上であることがさらに好ましい。このような範囲であれば、研磨対
象物の研磨速度が向上する。
　また、２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物の研磨用組成物全体における含有
量は、１．０質量％以下であることが好ましく、０．８質量％以下であることがより好ま
しく、０．５質量％以下であることがさらに好ましい。このような範囲であれば、研磨用
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組成物のコストを抑えることができる。
【００３０】
３．液状媒体について
　液状媒体は、研磨用組成物の各成分（表面に有機酸を固定化したコロイダルシリカ、２
個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物、添加剤等）を分散又は溶解するための分散
媒又は溶媒として機能する。液状媒体としては水、有機溶剤があげられ、１種を単独で用
いることができるし、２種以上を混合して用いることができるが、水を含有することが好
ましい。ただし、各成分の作用を阻害することを防止するという観点から、不純物をでき
る限り含有しない水を用いることが好ましい。具体的には、イオン交換樹脂にて不純物イ
オンを除去した後にフィルタを通して異物を除去した純水や超純水、あるいは蒸留水が好
ましい。
【００３１】
４．添加剤について
　研磨用組成物には、その性能を向上させるために、ｐＨ調整剤、酸化剤、錯化剤、界面
活性剤、水溶性高分子、防カビ剤等の各種添加剤を添加してもよい。
４－１　ｐＨ調整剤について
　研磨用組成物のｐＨの値は、１．５以上であることが好ましく、２以上であることがよ
り好ましい。研磨用組成物のｐＨの値が高いほど研磨対象物の溶解が生じやすいので、こ
のような範囲であれば、研磨用組成物による研磨対象物の研磨速度が向上する。また、研
磨用組成物のｐＨの値が低くなるにしたがって取扱いが容易になるので、研磨用組成物の
ｐＨの値は、１２未満であることが好ましく、１０以下であることがより好ましい。
　研磨用組成物のｐＨの値は、ｐＨ調節剤の添加により調整することができる。研磨用組
成物のｐＨの値を所望の値に調整するために必要に応じて使用されるｐＨ調節剤は、酸及
びアルカリのいずれであってもよく、また、無機化合物及び有機化合物のいずれであって
もよい。
【００３２】
　ｐＨ調整剤としての酸の具体例としては、無機酸や、カルボン酸、有機硫酸等の有機酸
があげられる。無機酸の具体例としては、硫酸、硝酸、ホウ酸、炭酸、次亜リン酸、亜リ
ン酸、リン酸等があげられる。また、カルボン酸の具体例としては、ギ酸、酢酸、プロピ
オン酸、酪酸、吉草酸、２－メチル酪酸、ｎ－ヘキサン酸、３，３－ジメチル酪酸、２－
エチル酪酸、４－メチルペンタン酸、ｎ－ヘプタン酸、２－メチルヘキサン酸、ｎ－オク
タン酸、２－エチルヘキサン酸、安息香酸、グリコール酸、サリチル酸、グリセリン酸、
シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、マレイン酸、フ
タル酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、乳酸等があげられる。さらに、有機硫酸の具体例
としては、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、イセチオン酸等があげられる。これら
の酸は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００３３】
　ｐＨ調整剤としての塩基の具体例としては、アルカリ金属の水酸化物又はその塩、アル
カリ土類金属の水酸化物又はその塩、水酸化第四級アンモニウム又はその塩、アンモニア
、アミン等があげられる。
　アルカリ金属の具体例としては、カリウム、ナトリウム等があげられる。また、アルカ
リ土類金属の具体例としては、カルシウム、ストロンチウム等があげられる。さらに、塩
の具体例としては、炭酸塩、炭酸水素塩、硫酸塩、酢酸塩等があげられる。さらに、第四
級アンモニウムの具体例としては、テトラメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウ
ム、テトラブチルアンモニウム等があげられる。
【００３４】
　水酸化第四級アンモニウム化合物としては、水酸化第四級アンモニウム又はその塩を含
み、具体例としては、水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化テトラエチルアンモニウ
ム、水酸化テトラブチルアンモニウム等があげられる。
　さらに、アミンの具体例としては、メチルアミン、ジメチルアミン、トリメチルアミン
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、エチルアミン、ジエチルアミン、トリエチルアミン、エチレンジアミン、モノエタノー
ルアミン、Ｎ－（β－アミノエチル）エタノールアミン、ヘキサメチレンジアミン、ジエ
チレントリアミン、トリエチレンテトラミン、無水ピペラジン、ピペラジン六水和物、１
－（２－アミノエチル）ピペラジン、Ｎ－メチルピペラジン、グアニジン等があげられる
。
【００３５】
　これらの塩基は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい
。
　これらの塩基の中でも、アンモニア、アンモニウム塩、アルカリ金属水酸化物、アルカ
リ金属塩、水酸化第四級アンモニウム化合物、及びアミンが好ましく、さらに、アンモニ
ア、カリウム化合物、水酸化ナトリウム、水酸化第四級アンモニウム化合物、炭酸水素ア
ンモニウム、炭酸アンモニウム、炭酸水素ナトリウム、及び炭酸ナトリウムがより好まし
い。
　また、研磨用組成物には、塩基として、金属汚染防止の観点からカリウム化合物を含む
ことがさらに好ましい。カリウム化合物としては、カリウムの水酸化物又はカリウム塩が
あげられ、具体的には水酸化カリウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、硫酸カリウム
、酢酸カリウム、塩化カリウム等があげられる。
【００３６】
４－２　酸化剤について
　金属を酸化して酸化膜を形成し、研磨しやすくするために、研磨用組成物に酸化剤を添
加してもよい。酸化剤の具体例としては、過酸化水素、過酢酸、過炭酸塩、過酸化尿素、
過塩素酸、過硫酸塩等があげられる。過硫酸塩の具体例としては、過硫酸ナトリウム、過
硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム等があげられる。これら酸化剤は、１種を単独で用い
てもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。これらの酸化剤の中でも、過硫酸塩
、過酸化水素が好ましく、特に好ましいのは過酸化水素である。
【００３７】
　研磨用組成物全体における酸化剤の含有量が多いほど、研磨用組成物による研磨対象物
の研磨速度が向上する。よって、研磨用組成物全体における酸化剤の含有量は、０．０１
質量％以上であることが好ましく、０．０５質量％以上であることがより好ましく、０．
１質量％以上であることがさらに好ましい。
　また、研磨用組成物全体における酸化剤の含有量が少ないほど、研磨用組成物の材料コ
ストを抑えることができる。また、研磨使用後の研磨用組成物の処理、すなわち廃液処理
の負荷を軽減することができる。さらに、酸化剤による研磨対象物の表面の過剰な酸化が
起こりにくくなる。よって、研磨用組成物全体における酸化剤の含有量は、１０質量％以
下であることが好ましく、５質量％以下であることがより好ましく、３質量％以下である
ことがさらに好ましい。
【００３８】
４－３　錯化剤について
　研磨用組成物による研磨対象物の研磨速度を向上させるために、研磨用組成物に錯化剤
を添加してもよい。錯化剤は、研磨対象物の表面を化学的にエッチングする作用を有する
。錯化剤の具体例としては、無機酸又はその塩、有機酸又はその塩、ニトリル化合物、ア
ミノ酸、キレート剤等があげられる。これらの錯化剤は、１種を単独で用いてもよいし、
２種以上を組み合わせて用いてもよい。また、これらの錯化剤は、市販品を用いてもよい
し合成品を用いてもよい。
【００３９】
　無機酸の具体例としては、塩酸、硫酸、硝酸、炭酸、ホウ酸、テトラフルオロホウ酸、
次亜リン酸、亜リン酸、リン酸、ピロリン酸等があげられる。
　また、有機酸の具体例としては、カルボン酸、スルホン酸等があげられる。カルボン酸
の具体例としては、ギ酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、２－メチル酪酸、ｎ－ヘ
キサン酸、３，３－ジメチル酪酸、２－エチル酪酸、４－メチルペンタン酸、ｎ－ヘプタ
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ン酸、２－メチルヘキサン酸、ｎ－オクタン酸、２－エチルヘキサン酸、乳酸、グリコー
ル酸、グリセリン酸、安息香酸、サリチル酸等の一価カルボン酸や、シュウ酸、マロン酸
、コハク酸、グルタル酸、グルコン酸、アジピン酸、ピメリン酸、マレイン酸、フタル酸
、フマル酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸等の多価カルボン酸があげられる。また、スル
ホン酸の具体例としては、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、イセチオン酸等があげ
られる。
【００４０】
　錯化剤として、これらの無機酸又は有機酸の塩を用いることができるが、特に、弱酸と
強塩基との塩、強酸と弱塩基との塩、又は弱酸と弱塩基との塩を用いた場合には、ｐＨの
緩衝作用を期待することができる。このような塩の例としては、塩化カリウム、硫酸ナト
リウム、硝酸カリウム、炭酸カリウム、テトラフルオロホウ酸カリウム、ピロリン酸カリ
ウム、シュウ酸カリウム、クエン酸三ナトリウム、（＋）－酒石酸カリウム、ヘキサフル
オロリン酸カリウム等があげられる。
【００４１】
　また、ニトリル化合物の具体例としては、アセトニトリル、アミノアセトニトリル、プ
ロピオニトリル、ブチロニトリル、イソブチロニトリル、ベンゾニトリル、グルタロジニ
トリル、メトキシアセトニトリル等があげられる。
　さらに、アミノ酸の具体例としては、グリシン、α－アラニン、β－アラニン、Ｎ－メ
チルグリシン、Ｎ，Ｎ－ジメチルグリシン、２－アミノ酪酸、ノルバリン、バリン、ロイ
シン、ノルロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、プロリン、サルコシン、オルニ
チン、リシン、タウリン、セリン、トレオニン、ホモセリン、チロシン、ビシン、トリシ
ン、３，５－ジヨードチロシン、β－（３，４－ジヒドロキシフェニル）アラニン、チロ
キシン、４－ヒドロキシプロリン、システイン、メチオニン、エチオニン、ランチオニン
、シスタチオニン、シスチン、システイン酸、アスパラギン酸、グルタミン酸、Ｓ－（カ
ルボキシメチル）システイン、４－アミノ酪酸、アスパラギン、グルタミン、アザセリン
、アルギニン、カナバニン、シトルリン、δ－ヒドロキシリシン、クレアチン、ヒスチジ
ン、１－メチルヒスチジン、３－メチルヒスチジン、トリプトファンがあげられる。
【００４２】
　さらに、キレート剤の具体例としては、ニトリロ三酢酸、ジエチレントリアミン五酢酸
、エチレンジアミン四酢酸、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリメチレンホスホン酸、エチレンジアミン－
Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラメチレンスルホン酸、トランスシクロヘキサンジアミン四酢
酸、１，２－ジアミノプロパン四酢酸、グリコールエーテルジアミン四酢酸、エチレンジ
アミンオルトヒドロキシフェニル酢酸、エチレンジアミンジ琥珀酸（ＳＳ体）、Ｎ－（２
－カルボキシラートエチル）－Ｌ－アスパラギン酸、β－アラニンジ酢酸、２－ホスホノ
ブタン－１，２，４－トリカルボン酸、１－ヒドロキシエチリデン－１，１－ジホスホン
酸、Ｎ，Ｎ’－ビス（２－ヒドロキシベンジル）エチレンジアミン－Ｎ，Ｎ’－ジ酢酸、
１，２－ジヒドロキシベンゼン－４，６－ジスルホン酸等があげられる。
【００４３】
　これらの中でも、無機酸又はその塩、カルボン酸又はその塩、及びニトリル化合物から
なる群より選択される少なくとも１種が好ましく、研磨対象物に含まれる金属化合物との
錯体構造の安定性の観点から、無機酸又はその塩がより好ましい。また、上述した各種の
錯化剤として、ｐＨ調整機能を有するもの（例えば、各種の酸）を用いる場合には、当該
錯化剤をｐＨ調整剤の少なくとも一部として利用してもよい。
【００４４】
　研磨用組成物全体における錯化剤の含有量の下限値は、少量でも効果を発揮するため特
に限定されるものではないが、錯化剤の含有量が多いほど研磨用組成物による研磨対象物
の研磨速度が向上するので、研磨用組成物全体における錯化剤の含有量は、０．００１ｇ
／Ｌ以上であることが好ましく、０．０１ｇ／Ｌ以上であることがより好ましく、１ｇ／
Ｌ以上であることがさらに好ましい。
　また、研磨用組成物全体における錯化剤の含有量が少ないほど、研磨対象物の溶解が生
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じにくく段差解消性が向上する。よって、研磨用組成物全体における錯化剤の含有量は、
２０ｇ／Ｌ以下であることが好ましく、１５ｇ／Ｌ以下であることがより好ましく、１０
ｇ／Ｌ以下であることがさらに好ましい。
【００４５】
４－４　界面活性剤について
　研磨用組成物には界面活性剤を添加してもよい。界面活性剤は、研磨後の研磨対象物の
研磨表面に親水性を付与する作用を有しているので、研磨後の研磨対象物の洗浄効率を良
好にし、汚れの付着等を抑制することができる。界面活性剤としては、陰イオン性界面活
性剤、陽イオン性界面活性剤、両性界面活性剤、及び非イオン性界面活性剤のいずれも使
用することができる。
【００４６】
　陰イオン性界面活性剤の具体例としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル酢酸、
ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステル、アルキル硫酸エステル、ポリオキシエチレン
アルキル硫酸、アルキル硫酸、アルキルベンゼンスルホン酸、アルキルリン酸エステル、
ポリオキシエチレンアルキルリン酸エステル、ポリオキシエチレンスルホコハク酸、アル
キルスルホコハク酸、アルキルナフタレンスルホン酸、アルキルジフェニルエーテルジス
ルホン酸、又はこれらの塩があげられる。
【００４７】
　また、陽イオン性界面活性剤の具体例としては、アルキルトリメチルアンモニウム塩、
アルキルジメチルアンモニウム塩、アルキルベンジルジメチルアンモニウム塩、アルキル
アミン塩があげられる。
　さらに、両性界面活性剤の具体例としては、アルキルベタイン、アルキルアミンオキシ
ドがあげられる。
　さらに、非イオン性界面活性剤の具体例としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテ
ル、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ソルビタン脂肪酸エステル、グリセリン脂
肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルアミン
、アルキルアルカノールアミドがあげられる。
　これらの界面活性剤は、１種を単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いて
もよい。
【００４８】
　研磨用組成物全体における界面活性剤の含有量が多いほど、研磨後の研磨対象物の洗浄
効率がより向上するので、研磨用組成物全体における界面活性剤の含有量は０．０００１
ｇ／Ｌ以上であることが好ましく、０．００１ｇ／Ｌ以上であることがより好ましい。
　また、研磨用組成物全体における界面活性剤の含有量が少ないほど、研磨後の研磨対象
物の研磨面への界面活性剤の残存量が低減され、洗浄効率がより向上するので、研磨用組
成物全体における界面活性剤の含有量は１０ｇ／Ｌ以下であることが好ましく、１ｇ／Ｌ
以下であることがより好ましい。
【００４９】
４－５　水溶性高分子について
　研磨用組成物には水溶性高分子を添加してもよい。研磨用組成物に水溶性高分子を添加
すると、研磨後の研磨対象物の表面粗さがより低減する（平滑となる）。
　水溶性高分子の具体例としては、ポリスチレンスルホン酸塩、ポリイソプレンスルホン
酸塩、ポリアクリル酸塩、ポリマレイン酸、ポリイタコン酸、ポリ酢酸ビニル、ポリビニ
ルアルコール、ポリグリセリン、ポリビニルピロリドン、イソプレンスルホン酸とアクリ
ル酸の共重合体、ポリビニルピロリドンポリアクリル酸共重合体、ポリビニルピロリドン
酢酸ビニル共重合体、ナフタレンスルホン酸ホルマリン縮合物の塩、ジアリルアミン塩酸
塩二酸化硫黄共重合体、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースの塩
、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、プルラン、キトサン、
及びキトサン塩類があげられる。これらの水溶性高分子は、１種を単独で用いてもよいし
、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
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【００５０】
　研磨用組成物全体における水溶性高分子の含有量が多いほど、研磨対象物の研磨面の表
面粗さがより低減するので、研磨用組成物全体における水溶性高分子の含有量は、０．０
００１ｇ／Ｌ以上であることが好ましく、０．００１ｇ／Ｌ以上であることがより好まし
い。
　また、研磨用組成物全体における水溶性高分子の含有量が少ないほど、研磨対象物の研
磨面への水溶性高分子の残存量が低減され洗浄効率がより向上するので、研磨用組成物全
体における水溶性高分子の含有量は、１０ｇ／Ｌ以下であることが好ましく、１ｇ／Ｌ以
下であることがより好ましい。
【００５１】
４－６　防カビ剤、防腐剤について
　研磨用組成物には防カビ剤、防腐剤を添加してもよい。防カビ剤、防腐剤の具体例とし
ては、イソチアゾリン系防腐剤（例えば２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン、５
－クロロ－２－メチル－４－イソチアゾリン－３－オン）、パラオキシ安息香酸エステル
類、フェノキシエタノールがあげられる。これらの防カビ剤、防腐剤は、１種を単独で用
いてもよいし、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００５２】
５．研磨用組成物の製造方法について
　本実施形態の研磨用組成物の製造方法は特に限定されるものではなく、表面に有機酸を
固定化したコロイダルシリカと、２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物と、所望
により各種添加剤とを、水等の液状媒体中で攪拌、混合することによって製造することが
できる。
　混合時の温度は特に限定されるものではないが、１０℃以上４０℃以下が好ましく、溶
解速度を向上させるために加熱してもよい。また、混合時間も特に限定されない。
【００５３】
６．研磨対象物について
　研磨対象物の種類は特に限定されるものではないが、単体シリコン、シリコン化合物、
金属等があげられる。単体シリコン及びシリコン化合物は、シリコン含有材料を含む層を
有する研磨対象物である。
　単体シリコンとしては、例えば単結晶シリコン、多結晶シリコン（ポリシリコン）、ア
モルファスシリコン等があげられる。また、シリコン化合物としては、例えば窒化ケイ素
、二酸化ケイ素、炭化ケイ素等があげられる。シリコン化合物膜には、比誘電率が３以下
の低誘電率膜が含まれる。
　さらに、金属としては、例えば、タングステン、銅、アルミニウム、ハフニウム、コバ
ルト、ニッケル、チタン、タンタル、金、銀、白金、パラジウム、ロジウム、ルテニウム
、イリジウム、オスミウム等があげられる。これらの金属は、合金又は金属化合物の形態
で含まれていてもよい。これらの金属の中では銅が好ましい。
【００５４】
７．研磨方法について
　研磨装置の構成は特に限定されるものではないが、例えば、研磨対象物を有する基板等
を保持するホルダーと、回転速度を変更可能なモータ等の駆動部と、研磨パッド（研磨布
）を貼り付け可能な研磨定盤と、を備える一般的な研磨装置を使用することができる。
　研磨パッドとしては、一般的な不織布、ポリウレタン、多孔質フッ素樹脂等を特に制限
なく使用することができる。研磨パッドには、液状の研磨用組成物が溜まるような溝加工
が施されているものを使用することができる。
【００５５】
　研磨条件は特に制限はなく、例えば、研磨定盤の回転速度は、１０ｍｉｎ－１以上５０
０ｍｉｎ－１以下とすることができる。また、研磨対象物を有する基板に負荷する圧力（
研磨圧力）は、０．７ｋＰａ以上６９ｋＰａ以下とすることができる。
　また、研磨パッドに研磨用組成物を供給する方法も特に限定されるものではなく、例え
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ば、ポンプ等で連続的に供給する方法が採用される。研磨用組成物の供給量に制限はない
が、研磨パッドの表面が常に研磨用組成物で覆われていることが好ましい。なお、研磨対
象物の研磨においては、本実施形態の研磨用組成物の原液をそのまま用いて研磨を行って
もよいが、原液を水等の希釈液で例えば１０倍以上に希釈した研磨用組成物の希釈物を用
いて研磨を行ってもよい。
【００５６】
　研磨終了後、基板を例えば流水で洗浄し、スピンドライヤ等により基板上に付着した水
滴を払い落として乾燥させることにより、例えばシリコン含有材料を含む層を有する基板
が得られる。
　このように、本実施形態の研磨用組成物は、基板の研磨の用途に用いることができる。
すなわち、本実施形態の研磨用組成物を用いて基板の表面を研磨することを含む方法によ
り、基板の表面を高研磨速度で研磨して、基板を製造することができる。基板としては、
例えば、単体シリコン、シリコン化合物、金属等を含む層を有するシリコンウェーハがあ
げられる。
【００５７】
〔実施例〕
　以下に実施例及び比較例を示し、本発明をさらに具体的に説明する。
　表面にスルホン酸を固定化したコロイダルシリカと、各種の含窒素複素環化合物と、ｐ
Ｈ調整剤である乳酸と、液状媒体である水とを混合して、実施例１～９及び比較例１，２
の研磨用組成物を製造した。この際、表１に示されるように、実施例１～９においては、
各種の２個の窒素原子を環中に含む複素環化合物を使用し、比較例１においては、複素環
化合物を使用せず、比較例２においては、１個の窒素原子を環中に含む複素環化合物（ピ
ロール）を使用した。
【００５８】
　表面にスルホン酸を固定化したコロイダルシリカの平均一次粒子径は、実施例１～９及
び比較例１，２のいずれにおいても３２ｎｍであり、平均二次粒子径はいずれにおいても
７０ｎｍである。また、表面にスルホン酸を固定化したコロイダルシリカの研磨用組成物
全体における含有量は、実施例１～９及び比較例１，２のいずれにおいても４質量％であ
る。さらに、ｐＨ調整剤により調整した研磨用組成物のｐＨの値は、実施例１～９及び比
較例１，２のいずれにおいても４．２である。さらに、複素環化合物の研磨用組成物全体
における含有量は、比較例１が０ｇ／ｋｇ（含有しない）であり、それ以外はいずれも１
ｇ／ｋｇ（０．１質量％）である。
【００５９】
　実施例１～９及び比較例１，２の研磨用組成物を用いて、下記の研磨条件で直径２００
ｍｍのウェーハの研磨を行った。
　　　研磨装置：２００ｍｍウェーハ用片面ＣＭＰ研磨機
　　　研磨圧力：１２．４ｋＰａ
　　　研磨定盤の回転速度：９７ｍｉｎ－１

　　　キャリアの回転速度：９２ｍｉｎ－１

　　　研磨用組成物の供給量：２００ｍＬ／ｍｉｎ
　　　研磨時間：６０秒
【００６０】
　研磨に供したウェーハは、二酸化ケイ素膜（テトラエトキシシラン膜）付シリコンウェ
ーハ、多結晶シリコン膜付きシリコンウェーハ、及び窒化ケイ素膜付きシリコンウェーハ
である。なお、下記の表１においては、二酸化ケイ素膜（テトラエトキシシラン膜）付シ
リコンウェーハを「ＴＥＯＳ」、多結晶シリコン膜付きシリコンウェーハを「Ｐｏｌｙ－
Ｓｉ」、窒化ケイ素膜付きシリコンウェーハを「ＳｉＮ」と示した。
　各ウェーハについては、光干渉式膜厚測定装置を用いて、研磨前と研磨後の各膜の膜厚
をそれぞれ測定した。そして、膜厚差と研磨時間から、二酸化ケイ素、多結晶シリコン、
窒化ケイ素の研磨速度をそれぞれ算出した。結果を表１に示す。
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【００６１】
【表１】

【００６２】
　表１に示す結果から、実施例１～９の研磨用組成物を用いて研磨を行うと、いずれのウ
ェーハにおいても、比較例１，２の研磨用組成物を用いた場合よりも高研磨速度で研磨を
行うことができることが分かる。特に、比較例２の研磨用組成物の結果から、１個の窒素
原子を環中に含む複素環化合物を含有する研磨用組成物では、実施例１～９に比較して研
磨速度が劣り、２個以上の窒素原子を環中に含む複素環化合物を使用することが重要であ
ることが分かる。また、実施例１～９の研磨用組成物は、比較例１及び２に比べて、特に
、窒化ケイ素の研磨速度が大きいことが分かる。
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